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裁判員経験者意見交換会議事録（平成３１年２月４日実施分） 

 

司会者： それでは，今から裁判員を経験された皆様との意見交換会を始めたい

と思います。 

私は，司会を務めます渡部と申します。第９刑事部で裁判長をしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

この会の趣旨は，裁判員の職務を経験された方の意見，感想などを伺って，

それを今後の裁判の改善につなげていくということがあります。ただそれだけ

ではなくて，皆様の声を一般の国民の方々にも届けて，裁判員裁判の実情をよ

くお知りいただくということで，マスコミの方にも，今日おいでいただいてお

りますし，この意見交換会の議事録をホームページで公表するということにな

っております。皆様，経験された中で感じられた御意見や御感想を是非忌憚の

ないところをお寄せいただければ大変ありがたいなというふうに思っておりま

す。 

皆様には，裁判員として裁判に貢献していただいただけでなくて，今日のこ

のような場にもお越しいただいたということで，本当に深く感謝を申し上げま

す。 

そういたしましたら，まず最初に，今回，検察庁，弁護士会，それから裁判

所からそれぞれ出席者が１名ずつおりますので，まず自己紹介等をしていただ

くということにいたしましょう。 

藤井検察官： 大阪地方検察庁公判部の藤井と申します。 

今日は，このような機会にお招きいただきまして，大変感謝申し上げたいと

思います。裁判員の方々とお話しするのは，またとない機会になると思います

ので，今日は勉強させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

原田弁護士： 大阪弁護士会所属の弁護士の原田と申します。よろしくお願いし

ます。 
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裁判員裁判の経験は１０件ほどあるんですが，いつも自分たちがやっている

ことが裁判員の方にどのように伝わっているのかというのを気にしながらやる

んですが，判決には出ないところで，どんな伝わり方をしてるのかなというの

がすごく気になるところです。今日は，忌憚のない意見もお聞かせいただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いします。 

辻󠄀井裁判官： 大阪地方裁判所の第９刑事部の裁判官の辻󠄀井と申します。 

私は，平成１３年に裁判官になりまして，裁判員裁判の経験は神戸地裁で４

年間，大阪地裁で２年弱ということになります。裁判員の方の意見には，なる

ほどと思う気づきを得ることが多くありまして，そういった裁判員経験者の意

見を聞くことができるのは非常に貴重な機会だというふうに思っております。

限られた時間ではありますけども，皆様から忌憚のない御意見を頂戴できれば

というふうに思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

司会者： ありがとうございます。 

そういたしましたら，まず最初に，皆様からお一言ずつ裁判に携われた感想

などをお伺いしたいなというふうに思っております。どんな事件に関与したと

か，どんな事件に携わって，それでどんな感想を持ったのかということを，ま

ず最初に概括的なところで結構ですので，御感想等いただければというふうに

思います。 

それでは，まずは１番さんからお願いできますでしょうか。 

裁判員経験者１： 私が担当いたしましたのは，傷害致死事件だったんですけれ

ども，この事件は，加害者と被害者の方が同じマンションに住まわれておりま

して，いつも加害者の方が悪口を言われてるということが頭にあって，それが

要因となって，たまたまマンション出口で出会ったときに，最初は口論からだ

ったんですけども，その後に被害者の方がつえで突いて，その後，被告人が被

害者のことを殴って，被害者の方が倒れた後にその頭を踏みつけた。それで，

その後に被害者の方が亡くなられて，傷害致死罪となりました。 

一番の争点が，本当に倒れたときの傷がもとで亡くなったのか，その後に踏
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みつけたのが死亡の原因になったのかという点になりまして，やっぱり審理の

中とかで一番大きくなったのは，お医者様の証言だったと思います。 

私も，この裁判員裁判の最初の封筒を裁判所から受け取ったときは，何で私

のところに来たんだと思ったんですけれども，この裁判を経験して，本当に自

分としては，いろんなことで被害者の方，加害者の方，あるいは，その家族の

方のいろんなことを考えるようになりました。そういうことで，自分が裁判員

になったということを，知人や親せきとか，いろんな会う人たちにできるだけ

広げて，裁判員裁判というのは本当に身近にあるんだということを伝えるよう

に，今，自分の力の中でやっております。 

以上です。 

司会者： どうもありがとうございます。 

じゃあ，３番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者３： 僕が担当した事件は，五つぐらい罪名があって，それぞれほ

とんど否認してるという形で，その五つの罪を，全て１個ずつみんなで評議し

ていくという裁判だったんですけど，一つの殺人未遂というのが故意だったの

か，故意じゃなかったのとか，強盗が故意だったのか，故意じゃなかったのと

かというのを，もう全て争ってたという事件を担当したんですけど，正直，裁

判始まったときというのは，何かもう緊張で，多分みんな余り発言もできなか

ったんですが，裁判官の方がすごくみんなを取りまとめようという形で，和や

かな雰囲気をつくってくれたので，日が経つにつれて，どんどんみんなが打ち

解け合っていきました。ただ，その中でも番号でしか呼んではいけなくて，１

番，２番，３番って呼び合っていたんですが，名前とか言い合えてたらもっと

いろんな活発な意見が言えたのかなとはすごく思います。 

やっぱり，結構長くて７日，８日ぐらい審理があったんですけど，もう最後

の方っていうのは，やっぱりみんな自分の意見というのをほとんど言い合える

仲になってて，いろんないい議論ができたのかなとは思うんですけど，そのと

きに思ったのが，一番最初に戻ったら，被告人とかにもっといろんなことを聞
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けたんじゃないかなというのは，後悔はものすごくいっぱい出てきました。最

初は，やっぱり緊張のまま，何を聞いたらいいのか，こんなことを聞いてもい

いのかというのを自分の中で葛藤したりとか，こんなこと言ったら恥ずかしい

んじゃないかなとかっていうのがすごくあったんですが，最後の方になってく

ると，ようやく緊張もほぐれて，ああ，こんなこと聞いとけば良かったな，あ

んなこと聞いとけば良かったなというのはすごく出てきてました。後から聞き

直しはしてもらったんですけど，やっぱり時間もあるんで，なかなか奥深くま

でちょっと聞けなかったというのが正直心残りかなとは思います。 

僕は，選ばれたこともすごく光栄で，正直言って選んでほしかったというぐ

らいの人間やったんで，選ばれてすごく良かったです。周りにこういう経験さ

れた方が一人もいないんで，聞かれることがよくあるんですけど，みんなには

もう絶対にやるべきだと伝えています。やっぱりね，最初ものすごいめんどく

さい，うっとうしい，もう何で行かなあかんねんという人ばっかりなんですよ

ね。僕の話を聞くことによって，みんなが，じゃあ，ちょっと選ばれたいなと

思ってくれたらいいかなとは思います。 

以上です。 

司会者： どうもありがとうございます。 

それでは，４番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者４： 私の担当した事件も３番さんと全く同じ事件を担当したんで

すけども，私も，是非とも裁判員をやってみたいということで，１０年ぐらい

前に候補として選ばれて，候補として２回目でようやく選ばれました。さっき

言ったように，罪状の方が，一番は殺人未遂なんですけども，それ以外に多々

争点がありまして，その辺が，やはり難しいところで，言ってみれば，打ち解

け合った中にでも，意見的には，やっぱり十人十色というのがありましたし，

判例も見せてはもらったんですけども，全く同じというものがなくて，皆さん

と話をしてる中で，殺意という面でも，殺意が弱いだとか，強いだとか，いろ

いろ捉え方があって，ちょっとその辺は考えさせられるところだったかなと思
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います。 

あと，感想としまして，私は是非ともやってみたいということで受けたんで

すが，やっぱり法廷の中で検察側の求刑を聞いたときと，私どもも十分評議し

て判決は出したんですけども，実際，裁判長からその判決を言い渡されたと

き，正直ものすごく重く感じました。その後，なごみの時間があったので，結

構重くならずに帰れたんですけども，そういったことがないと，ちょっとずっ

と考えるかなという感じですね。 

私の感想としては以上です。 

司会者： ありがとうございました。 

じゃあ，５番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者５： よろしくお願いします。 

私は，もう既に年金で生活してる身でございまして，その中で，こういった

お誘いを受けまして，何か貢献できることがあるんかなということで，私も自

分が選ばれることを希望しておりました。ただ，行ってみましたら，４０名ほ

ど来られてて，そこでの抽選やということを知ったときには，これは２割ぐら

いやな，これはあかんなと思ってたんですけど，コンピュータでぱらぱらと出

てきた番号がぴたっと私の番号に当たりましたところ，非常に喜びました。 

また，やった感想を申し上げますと，裁判の仕組みであるとか，いろんなこ

とがよく分かりました。そういう経験をすることが，ほかの裁判員の方と補充

裁判員の方ですか，皆さんと真剣にお話できた中で，やっぱり皆さんしっかり

してるなという印象を受けて帰りました。ただ，そういった経験をする中で，

やっぱり私，今いろんなＯＢの役をしたりしてる中で，皆さんとそんな話して

ると，そういう経験した人は初めてやということをよく聞くんですけど，私

は，その中で，こんなんだったよという話をすると，おお，それはいい経験し

たなということで，皆さんも非常に感心してくれます。 

少し，私の担当した事件のことを言いますと，やっぱり，責任能力があった

かどうかということが一番の課題やったかと思います。その中で，精神鑑定を
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された先生のお話は非常に難しくて，新しい言葉，初めて聞く言葉をお聞きし

て，なかなか理解できなかったんですが，いろいろ質問させてもらったり，お

話しする中で教えていただいたこともありましたんで，ある程度，そういった

ことに対する判断の役に立ったのかなというふうに思ってます。 

今後とも，やっぱりみんなと裁判員制度についてのＰＲをしていきたいなと

思っておりますので，よろしくお願いします。 

司会者： ありがとうございます。 

皆様から裁判員の経験が非常に有意義だったというお話を伺って，本当にあ

りがたく，うれしく思った次第です。 

それで，今日のテーマに入っていきたいと思いますけれども，今回は，専門

家証人の尋問を行った事件の審理や評議について考えていきましょうというこ

とにしております。それで，専門家証人，鑑定人が法廷の審理等に登場した事

件を担当した皆様においでいただいたということです。 

裁判員裁判といいますと，一般の方にとっては初めての経験で，それだけで

も難しいことであろうというふうに思われますけれども，皆様の携わった事件

は，専門家が証人等として出てきて，それについての判断を行うということ

で，より一層難しいというところがあったというふうに思いますので，難しい

裁判にどのように携われたのか，分かりやすかったのか，裁判に課題がなかっ

たのか，そういったところについて，是非御意見などをいただきたいというふ

うに思います。 

それで，私たちの方でも皆様が携わられた事件の資料などを拝見しまして，

幾つか皆様に御質問などをしたいというふうに思うんですけれども，例えば，

１番さんの携われた事件の判決などを見ますと，判決の中に結構難しめの法律

用語なども出てきていたように思うんですね。そういった医学的な専門用語が

出てきていたんですけれども，用語とか事項は理解できたか，分かりやすかっ

たか，証人の方がどのように証言されて，それをどのように受け取ったのか，

そのあたりのところをちょっとお伺いしようかなと，ほかの方にも，そういう
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観点からまたお伺いしようかなというふうに思いますけれども，１番さん，い

かがでしょうか。 

裁判員経験者１： 証人の方のお医者さんの証言の中で，一番重要になったの

が，傷によって死亡に至ったかいうことだったので，先生の意見をずっと聞い

ておったんですけれども，すごく分かりやすい。専門用語を分かりやすく，き

め細かく説明していただきました。 

この裁判の中で一番大きかったのが，先ほどもちょっとだけ言いましたけど

も，死亡に至ったその傷が，踏みつけてできたのか，倒れたときにできた傷な

のか，軽く蹴ってできた傷なのか，強い力が加わってできた傷なのか，そうい

う傷によって死因の原因が違ってくるいうことで，医師の先生の証言の中で，

その傷のつき具合ということについても詳しく説明していただいて，どういう

ふうな原因で死亡に至ったいうことかもよく分かりました。 

司会者： ありがとうございます。 

お医者さんは法医学者という方ですかね。 

裁判員経験者１： はい。 

司会者： その方の証人尋問を聞かれて理解ができたということですかね。 

裁判員経験者１： はい。 

司会者： その尋問というのは，検察官が質問して証人が答えるという形だった

でしょうか。それとも，その証人が説明するような形をとっておりましたでし

ょうか。それはいかがですか。 

裁判員経験者１： 最初は，やっぱりお医者さんの方がずっと説明されて，その

後に，検察官の方からも聞かれましたし，裁判所の方からも，もう少しみんな

に分かりやすい表現の方で説明してくださいいうことで，裁判官の方からも質

問していただいて，結構よく理解できたんじゃないかなと思っております。 

司会者： 分かりました。ありがとうございます。 

同じような問題点といいますか，疑問点は，５番さんが携われた事件につい

てもちょっと感じたんですけれども，この事件についてはいかがだったでしょ
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うか。精神医学の専門用語がかなりたくさん出てきたのかなというふうに思い

ますけれども，それが分かりやすかったか，尋問が良かったのかという観点か

ら，御意見を伺いたいと思いますけども，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： まず，精神鑑定をされた先生のお話，それと資料をきちっと

整理されていたということで，書かれている内容は，頭ではある程度理解でき

ました。最終的には，その先生は多少なりとも精神障害が影響しているという

結論だったんですけど，やっぱり実際の被告人質問で我々が質問したときと

か，裁判長が質問したときなんかの反応で実感できました。 

そういったことで，私どもも，最終判断をするときに，判断がしやすかった

のかなというふうにも思ってます。 

司会者： 分かりました。ありがとうございました。 

１番さんも５番さんも，比較的分かりやすかったという御感想をおっしゃっ

ていただいたんですけれども，聞いたときに，最初からすっと入ってきました

でしょうか，それとも，何回か反すうすることで理解ができるようになったか

といった点はいかがでしょうか。 

１番さん，どうでしょう。 

裁判員経験者１： 最初はやっぱり，お医者さんの説明では理解はできませんで

した。その後で，やっぱり検察官，裁判官の方から質問されて，その後また評

議の中で映像等を見ながら評議する中で，みんなで少しずつ理解していけたん

じゃないかなと思っております。 

司会者： ５番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： やはり同様に，初めて聞く病名であるとかは，なかなか理解

できなかったんですけど，いろいろ話を聞かせていただき，非常に参考になり

ました。 

司会者： 今伺った話ですと，最終的には判断に支障がなかったとはいえ，法廷

で証言等を聞いた時点ではまだ完全に理解ができたというわけではなくて，評

議などで振り返る中で，少しずつ理解ができていったということなのかなとい
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うふうに感じたんですけど，どうでしょうか。 

裁判員経験者５： はい。そうですね。 

司会者： ここで当事者の感想なども伺ってみたいと思いますが，いかがでしょ

うか。 

藤井検察官： 我々としては，できる限り分かりやすい立証というのは，心得て

いるつもりはあります。ただ，その医学用語をどれだけ理解していただけるか

というのは，すごく課題でございまして，やはり先ほどおっしゃったように，

専門用語をいかにかみ砕いて，ドクターの方に証言していただくか，それを時

間的な中で，お話していただくかというのは課題だと考えておりまして，それ

でプレゼン方式だとか，尋問方式だとか，いろいろ検討して，事案に当たって

いるところではあります。１番さんにお尋ねしたいのですが，例えば，事案の

中で，側頭部についてる痕とかが出てくるんですけれども，これはイラストだ

ったんでしょうか。それとも写真だったんでしょうか。 

裁判員経験者１： 写真だったと思いますけども。それで，そのときには証拠と

出された加害者が当時着用してたサンダル，そういうのも見せていただいて，

そのサンダルと写真の傷が一致するかどうかいうのもちゃんと確認させてもら

いましたので。 

藤井検察官： 例えば，それを写真で見て，特にショッキングだったとか，そう

いった印象とか特になかったですか。 

裁判員経験者１： そういうのはなかったです。 

藤井検察官： 逆に，あと頭部の中ですね，それは写真とかは特にはなかったで

すかね。 

裁判員経験者１： 中の写真とか，そういうのはなかったです。 

藤井検察官： 分かりました。ありがとうございます。 

原田弁護士： お医者さんの尋問というのは，検察官側が請求して，検察官側で

証言する方が多いんですが，医学的な知見が問題になる事件というのは，場合

によっては弁護人の方からも協力医を探して，弁護人側の立場で意見を言って
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いただくお医者さんを法廷に出ていただいて，証言してもらうというようなこ

とも結構あります。 

そういう事件では専門用語が一杯出てくるので，最近，裁判の中では，お医

者さんがプレゼンで使った資料等を裁判員の方にお配りして，それをもとにあ

らかじめ，例えば資料を配った上で，プレゼンを聞いてもらうとか，あるいは

評議までには配っておいて，それを手元で見ながら評議するとかいうこともあ

るのかなとは聞いてるところなんですが，今回は，評議の場では，何か特段資

料というのは配布はされなかったんでしょうか。 

裁判員経験者１： なかったです。 

司会者： ５番さんはいかがですか。 

裁判員経験者５： 鑑定医のプレゼンされた資料は，配布されてます。 

原田弁護士： ５番さんに質問なんですが，やっぱりそういう資料が手元にあっ

た方が分かりやすいのは分かりやすいと思われましたか。 

裁判員経験者５： もちろん，あれどうやったかなと思うときに振り返りが簡単

にできますので，あるべきやと思います。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，専門家証人の尋問の分かりやすさについて，今ちょっと議論が及ん

でおりますけども，３番さん，４番さんにも，その観点からどうだったかとい

う御意見，御感想を伺えますでしょうか。 

裁判員経験者３： 僕の方は，拳銃の専門家と，あと，お医者さん２名が来られ

て，もちろん検察官側が証人をもってきてますんで，その意に沿った証言とい

うのが見てとれたかなとは思うんですけど，ただ，本当にふだん拳銃なんか見

たことない，構造も全く分からない，言葉で多分言われても全く分からないん

ですけど，それをスライドとかで，全て説明していただいて，多分分からない

人はいないだろうというぐらい，すごく分かりやすい拳銃の構造から，なぜこ

うで，こういう罪になるんやというのを理解させていただきました。 

お医者さんの方は，被害者を手術したお医者さんが来たんですけど，その補
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足というか，やっぱり裁判長とか裁判官さんとか，あとは検察官さんが，やっ

ぱりきちんとかみ砕いて説明してくれたんで，多分，僕はもう全て理解でき

て，もし弁護側が逆にそういう専門家の証人をもってきてたとしても，多分一

緒やったかなというぐらい，すごく二つとも分かりやすかったです。 

司会者： ありがとうございます。 

それじゃあ，４番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者４： 先ほどあった，拳銃の件は，かみ砕いて説明していただきま

した。あとお医者さんの証言なんですけども，刺したところというのはイラス

トで，私どもの負担のないように書いていただいてるんですけども，その中

で，医者の説明の中で，どの臓器が損傷して，その臓器がどこにあるか，どれ

ぐらいの深さまで刺さりましたよというふうに分かりやすく説明していただい

たので，その辺では良かったなと。客観的に判断できる材料を持ってきていた

だいたのかなと思っています。 

司会者： ３番さん，４番さんが携わられた事件の資料を見ますと，突き刺した

態様が問題なんですかね。殺意を持って刺したのかどうか。 

裁判員経験者３： そうですね。 

司会者： それで，３回刺さった痕があることは間違いないけれども，それがど

のようにして刺さったのかについて，お医者さんに聞いたということですか

ね。 

裁判員経験者３： はい。そうです。 

司会者： その内容が分かりやすかったということですか。 

裁判員経験者３： はい。 

司会者： 専門用語とか結構出てきましたか。 

裁判員経験者３： 体の中の部分で，例えば腸間膜というのは初めて聞いた言葉

やったんですけど，それほど大して難しい言葉は出てはこなかったですね。た

だ，３か所刺した，当たったというのは，深さがもう全く違ったんで，そこに

ついても，全てお医者さんが，これは多分刺したんやろう，これは当たった，
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そういう話をした形ですね。 

司会者： ありがとうございます。 

刺したときの状況がどうだったのかということが争点だったということです

かね。それで，その点についての証拠としては，目撃者の証言と被告人の説明

があったと，そういう事件だったんでしょうかね。 

裁判員経験者４： 目撃者はいなかったんですけども，犯行に及んだ駐車場に入

っていく防犯カメラの映像だとか，あと，それ以前に，被告人と被害者の方が

ファミリーレストランに入店する，出店する防犯カメラの映像があったりだと

か，そういった証拠は出てきました。あとは証言だけです。 

司会者： そのお医者さんの証言の後に，被告人の話を聞くという順番だったで

すか。 

裁判員経験者４： はい。そうです。 

司会者： 実は，１番さんや５番さんが携わられた事件は，被告人の説明を一通

り聞いた上で，専門家の説明を聞いてるんですけども，この事件は順番が逆だ

ったようなんですが，その点は，判断するに当たって影響はありましたでしょ

うか。 

例えば，被告人の話も先に聞いておいた方が分かりやすかったかとか，そう

いう観点で何かございますでしょうか。 

裁判員経験者３： 僕の感想としては，後先関係なかったかなと思います。被告

人の話を先聞いて，お医者さんの話聞いたところで，多分何も影響はなかった

かなと思います。 

司会者： ３番さんはそういう感想ですけど，４番さんはいかがですか。 

裁判員経験者４： 私としては，前後でちょっと聞きたかったかなと，最初と最

後という形で。そこで，間違い探しじゃないですけども，そういったものをし

たかった。今回，いろいろな証人の方が出てきて，最後に被告人側の発言を聞

いたんですけども，その中で，あのときこう聞いときゃ良かったかなとか，そ

ういうのは私の中ではありました。 
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司会者： ありがとうございます。 

１番さん，５番さんが携われた事件は，先に被告人の話を聞いたんですね。

その後で専門家証人の話を聞いてますけれども，それはどうだったでしょう

か。専門家の話を聞くときに分かりやすかったのか，分かりにくかったのか。

そういった観点から，何か御意見なり御感想ありますでしょうか。 

裁判員経験者１： 先に被告人の証言がありまして，その後にお医者さんの方か

らの証言があったんですけども，お医者さんの証言の方は，やっぱり分かりや

すかったので，結構理解できたと思っております。 

司会者： ５番さん，いかがですか。５番さんは，被告人の話を一通り聞いた上

で，鑑定人の説明を聞きましたね。こういう順番についてはいかがだったでし

ょうか。 

裁判員経験者５： やっぱり，被告人の精神状態についてのお話を鑑定人の方か

らされたんですけども，順番的には非常に良かったのかなというふうに思って

ます。 

司会者： 被告人の話す様子なども，実際に法廷で見た上で，鑑定人の説明を聞

くと，なるほどだなというふうに思われた部分があったということですかね。

どちらがいいのかというのは，もしかしたら事件によっても違うのかも分かり

ませんけれども，一つの参考になるようなお話として伺いました。 

辻󠄀井裁判官： １番さんに質問があるんですけども，お医者さんの証人尋問のス

ケジュールなんですが，検察官が４０分聞いて，その後休廷があって，弁護人

が次に４０分聞いて，その後，休廷があって裁判所の質問という進行だったの

でしょうか。 

裁判員経験者１： そうです。質問の前に休憩があったというのは非常に良かっ

たと思っております。その中で，分からんかった言葉についても，どういうと

ころが分からなかったのかということをみんなで話して，裁判官の方からも専

門用語についての説明もあったりしましたので，途中で休憩があったいうこと

は非常に良かったと思います。 
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辻󠄀井裁判官： ありがとうございます。 

司会者： もし覚えておられたらで結構なんですけれども，専門家証人の尋問の

ときに，裁判員の方から質問というのはあったかどうか，いかがですか。 

裁判員経験者３： ありましたね。全員質問したように思います。確認の意味を

込めて質問してる方もおられました。 

裁判員経験者１： なかった。 

裁判員経験者５： なかったように記憶しています。 

司会者： なるほど。分かりました。 

裁判員経験者１： その休憩の中で分からなかったことについて意見を出し合っ

て，それについて，裁判官の方が質問されたいうことはあったと思います。 

司会者： なるほど，なるほど。そういうこともありますね。ありがとうござい

ます。 

そういたしましたら，話を先に進めさせていただきますけれども，５番さん

の事件は，責任能力が争点になったということで，責任能力というのは，法律

家にとっても大変難しい概念でありますけれども，こういったことが問題とな

っている審理に携われて難しかったのか，そういった責任能力といったことの

中身が理解できたのか，裁判官の説明がどうだったのか，そのあたりについて

お伺いしようかなというふうに思いますが，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： やっぱり最終判断するときが，非常に私自身もしんどかった

んですけど，責任能力について，確か鑑定人の意見も，ある程度影響していた

という御判断だったんですけど，我々も，被告人の挙動であるとか，いろんな

質問に対する応対を見ていて，やっぱり少し感じることはありました。だから

非常に難しいんですけど，殺害をしたときに，それが本当に影響していたのか

どうかっていう判断が非常に難しいなというふうに感じています。 

司会者： 判決を見ますと，ある程度は影響を与えてたけれども，大きく影響は

与えてないということだったように思うんですけれども，それが大きな影響な

のか，そこまでいかないのかという判断が，法律家にとっても大変難しいんで
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すね。そういったことに直面した事件だったのかなというふうに思いますけれ

ども，その判断の難しさというのは，どう乗り越えたのでしょうか。 

裁判員経験者５： その影響が大きいか小さいか，大きさがどの程度刑に影響す

るのか，その辺の判断が非常に難しかったと思います。 

司会者： 検察官，弁護人は，大きかったとか，そこまでいかなかったとかいう

ことを我々に説得する立場の仕事ということになりますけれども，そういった

点のついての工夫とか，あるいは，そういった観点から，何か皆さんに質問し

たいとかいうようなことございましたら，伺いたいんですけれども。 

藤井検察官： 検察官にとっても，やはりその責任能力というのは，被告人の内

面の問題なので，それがあったというふうに立証するのは結構難しいという

か，分かりやすく立証するのは難しいと思っておりまして，やはり工夫として

は，例えば，もう被告人の話だけではなくて，客観的にどういう行動をとった

のかとか，そういったところを明らかにした上で，精神科医にお話していただ

くという工夫はしてるつもりなんです。ただ，事案によっては，そういった客

観的な被告人の行動というのが，必ずしも明らかでないというような事案もあ

りまして，そういった場合にも，その精神科医の御意見というのが，かなり相

対的には比重が高くなってくるとは思うんですけれども，この５番さんが経験

された事案で，責任能力の判断に当たって，例えば精神科医の御意見以外，あ

と被告人の話，反応以外に何か考慮されたものというのは何かあるんでした

ら，教えていただきたいなというのがあります。 

裁判員経験者５： やっぱり現場で被告人のとっている態度とか，それから後

は，お姉さんの話とか，そういったところが少しは参考になったのかなと思い

ます。あとは難しいです。 

司会者： 原田弁護士，いかがでしょうか。 

原田弁護士： 弁護人の立場では，責任能力を争う場合というのは，責任能力が

減退していたということを主張することになるんですが，結局は，やはり何ら

かの精神障害がありまして，その影響が，まさに５番さんおっしゃってるよう
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に，当時の行動にどの程度影響してるかというのが，やっぱりなかなか分から

ないというところで，結局検察官と同じになるんですが，被告人がどういう行

動をとったかということ，そのときに，なぜそんなことをしたのかというのを

話してもらって，それを精神科のお医者さんから見たら，どう評価できるのか

というところをうまく説得できればとは思ってるんですが。 

５番さんの事件で，弁論として配布された資料を見ますと，責任能力という

のはこういうもので，病気がこういうふうに影響してるんだというのを，結構

頑張ってつくっておられるかなと思ったんですが，こういう資料は，見やすか

ったのか。ちょっと細か過ぎるのかなとも個人的には感じたんですが，どうで

したか。 

裁判員経験者５： 資料そのものでというよりも，やはり口頭でおっしゃってる

内容のことを中心に聞いておりましたので，後で，こんなことやったんかなと

振り返りはできるんですけども，やはり，当日御説明しておられることの内容

を中心に判断していった後に，やはり，もらえた方がいいかなと思います。 

原田弁護士： この資料を見られたときに，ちょっと細か過ぎるかなとか，逆に

言えば，もうちょっと書いてくれた方が分かりやすいかなとか，感じられたこ

とがあったら教えていただけたらと思うんですけれども。 

裁判員経験者５： 時間的な問題もあるんでしょうけど，ゆっくり読むのは，結

構休憩時間とか，そんな時間に読んだりします。だけど，いろいろお話してる

中で，直接こんなに文字がたくさんあると，やっぱり見逃しがちなところはあ

るかなと思います。 

原田弁護士： ありがとうございます。 

（休 憩） 

司会者： それでは，次のテーマとして，裁判員などとして経験されたその実体

験を，より社会一般に広く広げていくための方策，アイデアとしてどんなこと

があるだろうかということを，多くの方は，裁判員裁判のことやその実情を御

存じないということだと思うんで，実際に経験された方が，その実体験をいろ
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んなところでお話いただくということが大変重要かなというふうに思っており

ます。 

この経験を，どんな場で，どんな人にどんな話をしたかみたいなところか

ら，伺っていくことにしましょうか。それを通じて，何かこういうアイデアが

あると，こういうふうにしたらもっと広がっていくんじゃないかというような

御提言なども伺えればというふうに思いますけれども。 

それじゃあ，また１番さんから順番に伺えますでしょうか。 

裁判員経験者１： 今，体験者として，やっぱり一番やっていこうと思っていま

すのが，自分が体験したことを，そんなに裁判員として難しく考えるんやなく

て，もう誰にもできるよいう感じのことを，やっぱり知人や職場の人たちに，

自分から率先して話していくようにはしています。 

この間の裁判のときに，大阪地裁でも年間１００件ほど裁判員裁判があると

お聞きしたんですけども，その中でしても，１件あたり８人としても，補充裁

判員も入れたら経験者として８００人の方がいるわけですので，その人たちが

１人，１０人でも２０人でもしていったら，その裁判員を経験した人たちの力

いうのは結構大きいと思いますんで，そういう人たちは，やっぱり率先してや

っていくべきことだろうなと思ってますし，ほんで，やっぱりこの間の裁判員

裁判を経験して，判決が終わった後に，裁判員になった人たちが裁判員が終わ

った後に，最後にはやっぱりみんなが打ち解けたいう感じもしましたので，そ

ういうところなんかも裁判員を経験して，こういうこともあるんだよっていう

ことなんかも，今，一つの広報として，自分としてやっています。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，３番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者３： そうですね。僕も聞かれたら，ものすごい良かったから，必

ずやった方がいいよっていうことは言えるんですけど，自分から，おれ裁判員

やったんだって言い回ることもできないですし，正直言って，話した人には全

くこの仕組みが分かってない方がものすごく多くて，僕が思ってたんは，一番
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最初に候補者みたいな形で何か来ますよね，封筒で。その中からまた選ばれ

て，４０名の中からまた選ばれる。その一番最初の窓口の封筒を，１万人か２

万人か分からないですけど，それが来た人も少ない，探すのも大変という，逆

にそれを多くして，結局１００件しかないんやったら，そのうちの８人という

狭き門になるんかもしれないんですけど，一番最初に何万人って配るのをもっ

と多くしたら，みんな多分興味持つんじゃないのかなと思います。何か来た，

何やろう，これ。そこで初めて興味持つって言い方悪いですけど，それぐらい

しか。 

例えば，僕がテレビに出て，こんなんめっちゃいいですよと言ったところ

で，多分，裁判所の回し者やとか思われるだけやろうと，普通は思われると思

うんですよ。みんな多分めんどくさいっていうのが一番頭にあって，ただ，そ

の紙が来て初めて実感がわいてくる。中身を読む人と読まない人といるかもし

れないんですけど，でも，その最初のやつをたくさん配れば，みんなもっと興

味持つんじゃないのかなというのはすごく思いました。 

以上です。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，４番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者４： 私は，その候補２回目にして選ばれたので，正直，封筒の中

身２回目は見てません。内容分かってるんで。それで，一番思ったことは，広

めるというよりも，１０年ほど前に裁判員裁判制度が始まったかと思うんです

けども，そのときに初めて裁判員の制度や，あと極刑を求める裁判であったと

かいうことでニュースになったかと思います。そのときにいろいろ変えていっ

て，イラストでやったりだとかいうふうな話でいってるとは思うんですけど

も，それから１０年たって，裁判員候補者に選ばれました。裁判員になりまし

たということを妻に話すと，大丈夫なん，こんなん見せられるん違うのとか，

やっぱり１０年前のニュースのこと忘れてるんですよね。そういった，改めて

裁判員になっても負担にならないですよと，そういう生々しいのを見せないで
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すよ，イラストでやりますよ，画像処理しますよとか，そういうのをまた広く

周知しないと身構えるというか，そういう人もいますんで，きっとね。 

司会者： なるほど。今イラストでとおっしゃったのは，例えば殺人事件だった

りするときに，御遺体の写真とかを見るんじゃないかというふうに心配されて

る方が多いけれども，４番さんは，裁判に携われて，写真じゃなくてイラスト

とかでやってる場合があるんだというふうに知られたということですかね。 

裁判員経験者４： 私は知ってるんですけども，やはり妻の方が，その１０年前

のニュースになったというのを，もう全然忘れてまして，そういう写真を見せ

られるんじゃないのかと，生々しいもん見せられるんじゃないんかというのを

かなり心配してました。 

司会者： そういうふうに心配に思っておられる方に，いや，多くの事件ではそ

んなことはないんだよということをもっと知ってもらえれば，多くの人が心理

的な抵抗なく参加できるのかもしれないなと，こういうことですかね。 

裁判員経験者４： そうですね。はい。 

司会者： 分かりました。ありがとうございます。 

５番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： 私の場合は，もう既に会社にも行ってませんので，現在，い

ろんなおつき合いする中で，会社のＯＢ会であるとか，高校の同窓会であると

か，ゴルフの仲間であるとか，そんな場で，経験したよと，こんな内容だよ

と，質問に対しては，お答えしております。 

私の印象としては，私自身もそうなんですけど，非常にいい経験をしたと思

っています。先ほども申し上げたように，裁判の仕組みであるとか，いろんな

ことがよく分かったし，申し上げますと，私が一緒に裁判員やった方も含め

て，一定，皆さん非常にやっぱり良かったなというふうには思っていると思う

んです。だから，そのようなことが，経験することが非常にありがたいこと

で，自分の何か一つ，何ていうんですかね，この経験がすごく自分の財産にな

るんだよというふうなことをうまく伝えられればいいのかなと思ってるんです
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けど，なかなか広める場がないんですよね。だから，ちょっと先ほどの３番さ

んがおっしゃってるように，裁判員裁判制度を思い出させる手段みたいなもの

があるといいのかなというふうには思いましたね。 

司会者： ありがとうございます。 

私も３番さんのお話を聞いて，自分としてはすごくいい経験をしたし，その

いい経験をしたということをほかの人にも知ってもらったら有意義なのになと

思いながらも，自分からね，裁判員やったよ，やったよということを友人とか

職場の人に何か言うような機会もないんで，なかなかそういう経験を社会一般

に発信する場がないということですかね。 

５番さんも同じような意味のことをおっしゃったかなというふうに思います

けども，逆に言うと，そういう場があれば，自分も出向いて，経験話してみて

もいいかなというお考えもあるんでしょうか。 

３番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者３： 全然問題はないと僕は思っているんですけど，正直，一番最

初の封筒来たときに，何やこれっていうので，裁判員裁判なんか，もう完全に

おれは選ばれへんもんやと頭の中から消えてたものが，来た瞬間に，もういろ

んなことを調べたんですよね。どういうことをするんやろう，どういう流れで

どうなるんやろうって，そこで初めて裁判員裁判というものに興味を持った

し，自分で調べて，もし当たったらどうしよう，当たったらどうなるんやろう

っていうのも全部調べていって，興味を持って，ほんで，じゃあ，９月に呼ば

れて，本当に当たって，参加させてもらえて，すごくいい経験になったんです

けど，やっぱり個々で発信するというのは，ものすごい難しいことですし，逆

にやってんって聞いたときに，どこまで言うたらいいのかというのも，すごく

何か，報道されてることは言ってもいいけど，中のこと言ったらあかんって，

じゃあ，どこまで報道されてるんかも分からへんし，ネットで見て，懲役何年

とか，被告人の名前とかぐらいしか出てないじゃないですか。そうすると内容

はどうやったんかって聞かれるんですね，やっぱり。どこまで言うたらいいか
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分からへんしって，当たり障りのない，円卓でみんなとわいわいしゃべってな

とか，そんなんぐらいしか言えないんで，だから個々で発信するのはすごく難

しいんで，何かもっとみんなに興味持ってもらえたら，やりたいっていう人も

多分出てくるやろうし，その方策として，一発目にいっぱい送ったらどうかな

ということを言いました。 

司会者： 例えば，こんなのあるか分かりませんけど，２００人集まる集会があ

りますと，そこで裁判員の話題をするんで，話してくれませんかという依頼が

あったら，いかがですか。 

裁判員経験者３： 全然依頼あったら，はい。全くもう。多分皆さんもそうやと

思う。 

司会者： ほかの方いかがですか。 

１番さん，どうでしょうか。 

裁判員経験者１： 私も，経験者としてはそういうことも是非やっていきたいと

思います。やっぱり，裁判員裁判を知るいう機会が本当に少ないと思うんです

よ。自分たちが裁判員を経験したから，新聞なんかとか，テレビとか，そうい

うところのマスコミの方たちの報道の中でも，裁判員裁判というのが目につく

ようになりましたけれども，ほかの人はそんなん，どの裁判が裁判員裁判なの

かいうことまでは知らない方が結構多いと思いますし，裁判員裁判いうものを

知らないと思いますので，やっぱりいろんな機会で裁判所の方で広報活動と

か，そういうのをやってもらえたら，積極的に協力はしていきたいと思ってま

す。 

司会者： ４番さん，どうですか。そういう場があれば参加というか，協力して

みたいなと思いますか。 

裁判員経験者４： 私の方も協力したいと思います。 

感じたことなんですけども，私は，裁判員になりたいということをずっと思

っていたんで，封筒来て，ようやくかと思ったんですけども，やはり３番さん

言われてるように，それがどういったものであるとか，どういう決め方である
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とかっていうのも，聞かれても，どこまで話していいのか。もう客観的なそこ

で何見たとかいうぐらいしか話せなかったんですよね。決め方も，もちろん守

秘義務ありますし，初めにその封筒来たときに，もう１０年前のことですか

ね，確か，裁判員候補者に選ばれた時点でもう何か守秘義務が発生するという

のを見まして，裁判員に選ばれても，基本的には直属の上司しか言えないとい

うことがありました。それで裁判員特別休暇では休むんですけども，同僚なん

かでしたら，あいつ何で休んでんの，みたいなことになりますので，その個人

に広めるというのもありますが，できましたら，法人の方ですね。法人の方に

もうちょっと理解をいただくと。そこの社員もこういう制度があってというの

を，何かそういう広報活動ができればなと思います。 

司会者： ４番さん，お勤めで，勤務先とかに説明するときに，やっぱり理解し

てもらうのに少し苦労したとか，そういったこともありますでしょうか。 

裁判員経験者４： 苦労というのはないんですけども，結局，上司にみんなのお

る前でしゃべれませんので，ちょっとお話がありますというふうな，上司も神

妙に来るんですよね。こういったものに選ばれましたと言うと，上司自身も裁

判員という言葉は分かってるんですけども，身近で選ばれたのは初めて見た

と。会社としては，その休みの制度はあるんですけども，会社にその制度があ

ることを知らない人もいます。ですので，裁判所の方から，そういった法人に

対して広く広報していただければ，そこに勤めてる特に上長の方とか，そうい

ったものを，また社内規則を見直して，そういったものがあるというものを理

解してもらえると思いますので，それが会社を休んでも，周りに理解していた

だけるとは思います。 

司会者： ありがとうございます。 

５番さんも，もしそのＰＲの機会があったら貢献してもいいかなというお考

えというのはあるということですかね。 

裁判員経験者５： 是非協力させていただきたいと思います。 

今日思ってるのは，今日マスコミの方も来られてると思うんで，だから，こ
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ういった形で，経験したものをみんないい経験だよということを言ってるとい

うことをしっかりマスコミで公表してもらえれば，その辺は言い方は多分上手

にやっていただければ，非常にいいのかなというふうに今思っております。 

司会者： 大変ありがたい御発言，ありがとうございました。 

多くの方が裁判員として仕事をしたことを有意義と感じられて，また，そう

いったことを社会に向かって発信することもいとわないというお考えがあるの

かなというふうに思いますけれども，そういう場をどう設けていくのかという

ことがなかなか難しくて，これは，裁判所としても，そういう場をできる限り

設けられるように努力したいと思いますし，もしかしたら，もっと発信力のあ

るのは，５番さんが今言ったように，メディアということかと思いますので，

またメディアの協力も得ながら，そういった場をどんどんつくっていって，ま

た皆様の協力もいただいて，情報発信できればなというふうに思っておりま

す。 

裁判員裁判の情報発信というのは，いい情報発信だけではなくて，よくなか

ったという点も含めたありのままの情報発信でいいんだろうと思ってるんです

ね。ありのままが伝えられることによって，よくなかった，改善すべきだとい

う意見が社会に流れるということも有意義だというふうに思いますので，皆様

におかれては，そういう意味でも，どんどん良かった面も，あるいは改善すべ

きだという点も情報を発信していただければなと，我々もそういった機会を多

く設けていく努力をしたいというふうに思いました。 

それじゃあ，次の事項に移りますけれども，守秘義務についての意見や感想

ということですけれども，我々は裁判員になった経験等をいろんな人に話して

いただけるとありがたいですよとお話している反面，やはり守秘義務というも

のもあって，皆様，もしかしたら板挟みになって，どこまで話していいのかな

というためらいもお持ちになっておられたのかもしれないというふうに想像し

ております。皆様，ほかの方に経験を話されるときに，守秘義務ということに

ついてどのようにお感じになったのか，あるいは，それが重荷になって，余り
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十分に他の人に話すということができにくかったのかといったことについての

実情といいますか，皆様の感じ方をお聞かせいただければというふうに思いま

す。 

裁判員経験者１： 守秘義務につきましては，どこまで話していいかというの

を，まず裁判員になったことをどこまで話していいのかというのがあって，家

族と職場の上司以外には，裁判員になったいうことは話さなかったんですけど

も，そこが，裁判員になったいうことをどこまで話していいのかというのは分

からなかったいうことと，それと裁判での審理状況，あるいは評議の結果につ

いて，守秘義務いうことについては，全然苦にもなりませんでしたし，それで

悩んだりすることもなかったです。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，３番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者３： そうですね。多分，中身だけを言うたらあかんだけなんかな

って，僕が勝手な解釈をしてたんで，判決の決め方というのは多分守秘義務に

当たらないんだろうなとは思うんですけど，本当に言っていいものかどうなの

か，評議の中のことは一切だめよと言われたら，そういう決め方というのも言

って良かったのか，悪かったのかっていうのが分からなかったのと，さっきも

言ったんですけど，マスコミが報道している分に関しては守秘義務じゃないけ

ど，それ以外のことは守秘義務になる。 

正直言って，僕も一番最初に封筒が来たときは，勤めてる会社でも誰にも言

わなくて，どうせ当たらんやろうと思ってたんですけど，本当にその三十何名

に選ばれたときに，初めて上司に言いました。結局広まって会社全員がほとん

ど知ってるという状況だったんで，こういう候補者に選ばれたことについて

は，みんなに言ってもいいんじゃないのかなっていうのはすごく思います。裁

判員に選ばれたよというのは，みんなに言えば，逆に，みんなが興味を持っ

て，終わった後に，多分どうやったん，どうやったんって聞きに来ると思うん

で，あとは，僕は懲役何年って言いましたとか，誰々は何年って言いましたと
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かっていうのは，多分，守秘義務にはなると思うんですけど，流れは説明して

いいのかなっていう，だから，どこまで言ったらいいかというのは，すごく自

分の中で曖昧になりながら説明はしてたんで，やっぱり向こうに響くものも響

かなかったんじゃないのかなというのはすごく思いました。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，４番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者４： 守秘義務についてなんですけども，会社の中でべらべらしゃ

べられないというのは何となく分かるんですけども，裁判員になって，毎日帰

りますよね，家に。うちの妻にどうやったんとか，どんな話したんとかいうふ

うに聞かれるわけなんですけども，それも守秘義務があるということで，いわ

ゆるしゃべったらいけないことが多いじゃないですか，評議の中で。その中

で，妻にですね，裁判員という，こんな負担ならないよということも，評議の

流れが，話があっては言えるんですけども，そういった守秘義務のある中で，

妻に対しても，裁判員になっても安心してねというのがなかなか言えない。も

ちろん，会社についても，聞かれても，結局マスコミに出てることだとか，あ

と客観的に証拠品でこんなん出てきたよとか，その評議と全く関係ないところ

しか言えない。判決としては，マスコミに出てる範囲で何年ということで，周

りからどういう決め方するのとかいうのはよくあるんですけども，それも守秘

義務があるということで，なかなかその辺がちょっと難しいかなと思います。 

司会者： ありがとうございます。 

じゃあ，５番さん，お願いいたします。 

裁判員経験者５： 裁判員になったということも守秘義務やったんですか。私，

なったいうことは結構言いました。 

司会者： それは，広く一般に公表したりするということだと守秘義務に当たる

かもしれませんけども，近しい人や，家族や職場の人に裁判員になったという

ことをお話してること自体は問題ないというふうに思うんですが。その辺りの

説明が，我々の方でも，十分に行き届いていなかった部分があるのかもしれな
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いなというふうにちょっと思っておりますけれども。 

裁判員経験者５： 私も身近な人間にお話しする程度だったと思いますけども，

それは問題なかったんですかね。 

司会者： その上で，守秘義務というのがひっかかりになって，経験を話しづら

かったとかいうことがあったか，それとも，余りそういったことはなくてお話

ができたか。 

裁判員経験者５： そうですね。基本的には公判の内容については，公にもう知

られてることですから，いいよという話を１回お聞きしたと思いますので，ど

んな事件に携わってるねんということを中心にですね。それと，人からよく説

明をされるのは，どうやって決まっていったんやという，最初にちょっと分厚

い封筒が来てね，ほんでもう誰かおっしゃってように，忘れたころにまた来た

んですね。本当に忘れかけてました。最初候補に挙がったんやというのが来た

ということも友達に話していて，もう忘れかけたころに，友達には，もうあれ

時効かな，もう全然来ないんだって話しとったら，途端に来ましてね。もうそ

のとき，私裁判員に決まったもんやと思ってたんやけど，現場に来たら，４０

分の８ぐらいの話やったということで，どんな事件で云々ということについて

は，もう普通にしゃべったと思います。ただ，おっしゃったように，評議の内

容での話とかそういったことは全く。そこまで突っ込んだ質問もなかったし，

それよりもどうやって決まっていったんやということとか，どんな事件やった

んやというレベルの話はさせてもらいました。 

司会者： ありがとうございます。 

３番さんがおっしゃったことで感じたんですけど，評議の秘密というのがあ

りますよね。評議室で評議をする。それは秘密にしてもらわなければいけませ

んよということを言うんですけど，評議室で話される内容の，どこからどこま

でが評議の秘密で，どこから先が評議の秘密でないのかっていうのが，ちょっ

と自信が持てなくて，それで評議室で話題になったことはあんまり話さないで

おこうかなというふうに，そういうふうにお感じになったということかなと思
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ったんですけれども，確かに，そういう意味では，限界線を引くのが難しい部

分もあるのかも分かりませんけれども，評議室で話されたこと全てが評議の秘

密に当たるわけではないということも含めて，皆様に十分理解いただけるよう

な説明を我々裁判官の方はもっと丁寧にしなければいけないのかなということ

をちょっとお話伺って感じました。 

じゃあ，守秘義務というのはあるけれども，少なくとも，５番さんおっしゃ

られたように，法廷で明らかにされた事項ですね。これは公開されているの

で，これを言うことは全く問題ないという意味では，疑問のないところかなと

いうふうに思いますので，そういったことを中心に，どんな事件であったとい

うようなことも，今後，また体験をお話される中で言及していただければあり

がたいのかなというふうに思っております。 

そういたしましたら，報道関係の方がいらっしゃっておりますので，御質問

とかあれば承ろうというふうに思います。 

司法記者１： 今日はどうもありがとうございました。 

私たちが普段報道している中で，最近，被害者の方の声というのを大きく取

り上げることがあります。裁判でも，被害者の方が参加人として意見陳述され

ることもあります。皆さんの参加された事件で，そういうものがあったかどう

かちょっと分からないですし，被害者，その罪名を見ると亡くなっている事件

と亡くなっていない事件がありますけれども，被害者の意見というのは，皆さ

んどの程度法廷で聞かれていたとしたら，どの程度，何か影響があったと思う

のか，それから，もしそういう機会がなかったとしたら，被害者の方の気持ち

を聞いてみたかったなとか，そういう感じられたことはあったか，まずはその

点についてお伺いします。 

裁判員経験者１： 私の裁判の中では，被害者の娘さんいう方が証人として出て

来られまして，証言されたんですけれども，その中で，加害者の方がおわびの

手紙と慰謝料というんですかね。そういうのを持ってきたいうことを訴えられ

まして，その中で，その娘さんの加害者の人に対しての罪をどうしてほしいと
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かいうことを述べられましたので，そういうところはやっぱり証言としては，

非常に参考にはなりました。 

司会者： ３番さん，どうですか。 

裁判員経験者３： そうですね。僕のところも，被害者の方の話を聞いたんです

けど，そうですね，結構矛盾してるところが多かったんで，僕個人としては，

もしその被害者の声を聞くのと聞かないのとでは，違ったと思います。 

司会者： ４番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者４： 私も３番さんと同じ事件だったんで，被害者生きてられたん

で，被害者の話は聞けたんですけども，どこまで本当のこと言ってるのか，そ

れがなかなか分からなかったいうのが正直なところです。 

司会者： ５番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： 直接被害者の方からのお話はなかったと思います。ほんで，

確か検察官の方から，被害者の身内の方のお話を聞いたというふうに記憶して

おります。 

司法記者１： 刺激証拠と呼ばれる御遺体の写真であるとか，ストレスがかかる

かもしれないような，いわゆる残酷な写真についてですけども，先ほど４番さ

んが，奥さんとの話の中で，そういうのがないんだと，そういうことをほかの

人にも知ってもらって，負担じゃないというふうに知ってもらいたいというよ

うなお話があったんですけども，一方で，検察官，もしくは，その被害者の方

は，そういうのを見てほしいというような御希望もあるのはあるようなんです

けれども，それは見た方がいいと思われるか，やっぱり見ない方がいいと思わ

れるか，あとは，やっぱり参加する上で，それがやっぱりハードルになるかな

というふうに思われるか，その辺ちょっともし可能であれば，お伺いしたいな

と思います。 

裁判員経験者４： 一般的に，その参加という意味では，生々しい写真はハード

ルが高いと思います。私の事件で，私がちょっと変わりもんはあるんですけど

も，私としては，ちゃんとした写真で見たかったというのは正直あります。で
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も，他の方は，見たくないだとかいうのもあると思うので，実際経験した口か

ら言うと，ちょっと難しいのかなと，どっちが正解というのも分からないん

で，それでいったら負担のないようにイラストでやったりとか，写真をちょっ

と白黒に加工したりだとかっていうのがいいのかも分からないですね。 

司会者： ほかの方はどうでしょうか。 

ちょっと１番さんからもうちょっと聞いてからにしましょうか。 

裁判員経験者１： 今の流れなんですけれども，私のときの裁判では，被害者の

方が，まだ亡くなる前の病院での入院されてるときの，包帯巻いたときとか，

そういう写真は見させていただきました。 

それと，傷の写真も見させていただきましたし，あと，その現場となったと

ころの血痕なんですけれども，それは白黒に写真がされてましたので，どなた

でも結構はっきりとそういう写真は見れたかと思いますので，そういう配慮は

必要じゃないかなとは思いました。 

司会者： それじゃあ，この点はこの程度にして，次の質問に移りましょうか。 

司法記者２： 今日はありがとうございます。 

今裁判員の方の辞退率ですとか，あと欠席率などがちょっと問題になってい

るということも報道なんかであるかなと思うんですけれども，皆さん経験され

て良かったという御意見が今日は大半だったかと思うんですけれども，ちょっ

とあえて指摘するとしたら，こういった点を改善したら，もう少し辞退する人

が減るんじゃないかとか，出席率が上がるんじゃないかとか，その点，何か実

際経験されて気づいたことがあれば，こういう改善点があるというのがあれば

教えてください。 

司会者： いかがでしょうか。順番に伺いましょうか。 

１番さん，いかがでしょう。 

裁判員経験者１： 私たちの８人の中では，別にそういう苦になったいう方はい

らっしゃらなかったのかなと思います。みんな評議の中でも活発な意見が出ま

したし，先ほども述べましたように，裁判が全部終わった後に，一緒に食事会
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するとか，そういう雰囲気までなっていきましたので，それで私も裁判員とな

って，別に苦にもならなかったので，ちょっとそこらの気持ちいうのが分かり

ません。 

司会者： ３番さん，どうですか。 

裁判員経験者３： そうですね。僕もどれぐらいの方が辞退してるのかなという

のがすごく分からないんですけど，僕は，選ばれたかった人間なんであれなん

ですけど，多分，みんな一番最初に来るのはめんどくさい，もう何回も行くの

もめんどくさいとかっていうのが一番頭にあるから，辞退，多分いろんな理由

をつけて辞退をされるんかなとは思うんですけど，めんどくさいという人に対

して，じゃあ，どうにかしたらいい方法があるか言われたら，いくら，すごく

良かったよ，ためになるよ言われたって，もうめんどくさいからいいわとい

う，あと変な，お金の話じゃないですけど，例えば，僕，日当もらえるという

のも知らなかったんで，じゃあ，そういうのを知ってはるんやったら，言葉悪

いですけど，アルバイト感覚で来られる方もおられるのかなっていう，でも辞

退する理由が，めんどくさいとかやったら，なかなかちょっと改善するのは難

しいのかなとは思います。 

司会者： ４番さん，いかがでしょう。 

裁判員経験者４： 辞退率という率でいうと，これからも余り変わらないとは思

うんですけども，私その１０年前に候補に選ばれたときに来たときと，今回候

補に選ばれて来たときと，正直，その２回目のとき，候補者の人数を見たとき

に少なって思ったんですよ。１０年前，確かこんな少なくなかったよなという

のが正直なところありました。１階の広い場所で，今回の４０人とかいう少な

い人数じゃなくて，倍ほどおったん違うかなとは思うんですけども，１回目の

ときに，ああ，これはもうあかんなと思うぐらいの多さやったんですけど，そ

れが２回目来たときには，４０人程度っていうので，やはりそうなると，当た

る率が高いと思う人が多いですよね。そうすると，当たったらどうしようとか

いうのがあると思うんで，もうちょっと候補の人数を増やしてあげればなとは
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思います。 

司会者： ありがとうございます。 

５番さん，いかがでしょうか。 

裁判員経験者５： 先ほどから何回も申し上げてるように，私自身は全く辞退し

ようとは思ってませんでした。というよりも，むしろ先ほど言われた４０人分

の８ですから，約２割になっちゃうんですけど，これは残念やなと思ったぐら

いですので，だから辞退される方，最初はね，初めて来たときには，辞退する

理由っていっぱい書いてありまして，どれも当てはまらんかって，ちょっとが

っかりしたんですけど，せっかくここへ来た以上は経験すべきやなというふう

に，すぐ切りかえができました。 

以上です。 

司法記者２： ありがとうございました。 

司会者： ほかに何かございませんか。 

報道関係の方，御質問以上でよろしいですか。 

それじゃあ，ありがとうございます。いろいろ御意見の方伺ってまいりまし

たけれども，これからの裁判の改善に向けて参考になる意見もたくさん寄せて

いただきました。 

検察官，弁護士の立場から，今日の話を振り返って，検察庁や弁護士会に，

また今日の意見内容を広めていただけると思いますけども，何かありましたら

補足で伺えますでしょうか。 

藤井検察官： 検察庁としましては，裁判員の皆様方に分かりやすくて，我々が

立証責任を負っているという，その使命を持ってますので，それを分かってい

ただける説得力ある裁判というのを目指しておりますので，今日の意見交換会

というのは大変参考になりまして，これを糧に，もっともっと分かりやすく

て，説得力のある検察官の立証を目指したいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

司会者： 原田弁護士からも，一言お願いします。 
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原田弁護士： 弁護士会も裁判員裁判で，特に検察庁が組織的にいろいろプレゼ

ン能力を高めていくってことをされてまして，対抗するために，弁護士会は弁

護士会で研修をしまして，各弁護士らに裁判員裁判用の研修を受けないと裁判

員裁判は担当できないというような今仕組みなってまして，今日いただいた御

意見も踏まえて，これをフィードバックして，検察庁に負けないような弁護活

動を今後もしていけたらと思います。どうもありがとうございました。 

司会者： 本日は，本当にありがとうございました。皆様からの貴重な御意見，

これからの裁判の改善ですとか，あるいは裁判員裁判の広報にも役立ててまい

りたいと思います。また，裁判員としての経験をいろんなところで発信してい

ただければ大変ありがたく感じている次第です。 

そういたしましたら，今日の意見交換会はこれで終わりということにさせて

いただきます。 

どうも今日は本当にありがとうございました。 

お疲れさまでした。 

                                 以 上 


